
 
 

 

公
布

条
例

 

 

◇
奈
良
県
防
災
会
議
等

組
織
及

運
営

関

条
例
等

一
部

改
正

条
例 

１ 

規
定
の
整
理 

 
 
 

県
に
置
か
れ
る
部
の
名
称
及
び
分
掌
事
務
の
変
更
に
伴

関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定

の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た

 

⑴ 

奈
良
県
防
災
会
議
等
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
条
例 

⑵ 

奈
良
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
条
例 

⑶ 

奈
良
県
文
化
財
保
護
審
議
会
条
例 

⑷ 

奈
良
県
い
じ
め
問
題
再
調
査
委
員
会
条
例 

⑸ 

奈
良
県
い
じ
め
対
策
連
絡
協
議
会
条
例 

⑹ 

奈
良
県
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例 

⑺ 

奈
良
県

推
進
審
議
会
条
例 

⑻ 

奈
良
県
生
活
衛
生
適
正
化
審
議
会
条
例 

⑼ 

奈
良
県
こ
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
会
議
条
例 

⑽ 

奈
良
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
審
議
会
条
例 

⑾ 

奈
良
県
公
害
紛
争
処
理
条
例 

⑿ 

奈
良
県
環
境
審
議
会
条
例 

⒀ 

奈
良
県
国
土
利
用
計
画
審
議
会
条
例 

⒁ 

奈
良
県
土
地
利
用
審
査
会
条
例 

２ 

施
行
期
日 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た

 

 

 

◇
知
事
等

損
害
賠
償
責
任

一
部
免
責

関

条
例
等

一
部

改
正

条
例 

１ 

条
文
の
整
備 

地
方
自
治
法
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
の
改
正
に
伴

次
の
条
例

地
方
自
治
法

及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
の
条
項
を
引
用
す
る
条
文
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た

 

 
 

⑴ 

知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例 

 
 

⑵ 

昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
職
員
の
懲
戒
免
除
及
び
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除



に
関
す
る
条
例 

 
 

⑶ 
奈
良
県
監
査
委
員
条
例 

 
 

⑷ 
奈
良
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例 

 
 

⑸ 

奈
良
県
水
道
用
水
供
給
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例 

２ 

施
行
期
日 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た

 

 

 

◇
奈
良
県
手
数
料
条
例

一
部

改
正

条
例 

１ 

条
文
の
整
備 

建
築
物
の

消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
及
び
建
築
物
の

消
費
性

能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
改
正
に
伴

建
築
物
の
エ
ネ

消
費
性
能
の
向
上

に
関
す
る
法
律
及
び
建
築
物
の

消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
題
名

を
引
用
す
る
条
文
の
整
備
を
行

                                     

２ 

施
行
期
日 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
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